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旧少年保護団体「娘の家」を転用し、

「武蔵野女子学園」の名称で女子の初

等・中等少年院として開設 

「愛光女子学園」と改称 

少年院の運営改善に伴い、一般短期

処遇（初等・中等）施設となる。 

長期処遇（初等・中等）のうち、教科教

育課程を開設 

特修短期処遇開設、一般短期処遇に

３つの処遇課程を開設 

長期処遇（初等）に職業能力開発過程

を併設 

新庁舎・寮舎等竣工 

一般短期処遇を２つの処遇課程に改

編 

新少年院法施行 

５つの矯正教育課程に改編 

保護室・静穏室棟竣工 

人事院総裁賞受賞 

少年法等の一部を改正する法律施行 

７つの矯正教育課程に改編 

愛光女子学園 

Aiko Juvenile Training School for Girls 

 

 

〒２０１－０００１ 

東京都狛江市西野川３－１４－２６ 

Tel：０３-３４８０-２１７８ 

愛光女子学園は 

 関東・甲信越及び静岡の各家庭

裁判所で少年院送致の決定を受け

た１２歳（小学生は除く。）以上

２３歳未満の女子少年を収容し、

非行からの立ち直り、健全な社会

人となるよう、矯正教育を行う国

の施設です。 

小田急線 京王線 

愛光女子学園 
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愛光女子学園 

マスコットキャラクター 

 

「あこちゃん」 

 

 



 

～入院から出院までの生活～ 

当園の矯正教育課程 

１ 短期義務教育課程 

  中学校の学習指導要領に準拠し

た短期間の集中した教科指導 

２ 短期社会適応課程 

  出院後の生活設計を明確化する

ための短期間の集中した各種の

指導 

３ 義務教育課程Ⅱ 

  中学校の学習指導要領に準拠し

た教科指導 

４ 社会適応課程Ⅰ 

  社会適応を円滑に進めるための

各種の指導 

５ 支援教育課程Ⅲ 

  対人関係技能を養い、適応的に

生活する習慣を身に付けるため

の各種の指導 

６ 保護観察復帰指導課程Ⅰ 

  保護観察を再開するための、短

期間の集中した各種の指導 

７ 保護観察復帰指導課程Ⅱ 

  保護観察を再開するための、集

中した各種の指導 

一日の生活（平日） 

 7:00  起床 

 8:00 朝食 

 9:00 教育活動 

12:00 昼食・休憩 

13:00 教育活動 

17:00 夕食・休憩 

18:00 ミーティング 

    日記記入等 

20:00 余暇(テレビ視聴等) 

    マインドフルネス 

21:00 就寝 

年間の行事 

  ６月 学習発表会 

  ８月 盆法要 

 １０月 運動会 

 １２月 クリスマス会 

  ３月 卒業式 

※演奏会、朗読会、講話等

も随時開催 主な教育内容 

生活指導 

 ・特定生活指導 

 ・被害者心情理解指導 

 ・コグトレ 

 ・アイスタ（愛光スタディ） 

 ・マネー・進路講座 

 ・アサーショントレーニング 

教科指導 

職業指導 

クラブ活動 

保護者参加型プログラム 

資格の取得 

危険物取扱者試験 

珠算検定 

漢字検定 

コンピューターサービス技能評価試験 

販売士検定 

秘書検定 

高等学校卒業程度認定試験 

3 級 

 

矯正教育への円滑な導入 

２ 級 

非行性の改善、社会的スキル

の付与、生活設計の具体化 

１ 級 

 

社会生活への準備 

【食事の一例】 

【授業の様子】 

【クリスマス会の様子】 
 

 

 


